
公示用芽 室 町 役 場

都 市 経 営 課

町 有 地 維 持 管 理 作 業 委 託



名称 種別 数　量 単　位 単　価 設　計　金　額 摘　要

草刈運転費

1回目 41,496 ㎡

2回目 41,496 ㎡

集草・積込作業時間

パッカー車　４㎥ 38 h

直接委託費

共通仮設費

純委託費

現場管理費

委託原価

一般管理費

委託価格

消 費 税 10 ％

合 計

町有地維持管理作業委託



１．草刈工単価内訳（１，０００㎡）　機械施工（肩掛式）　

名　　　　称 数量 単位 単価 金額 備　　　考

機械損料 0.9 日

世話役 0.18 人工

特殊作業員 0.9 人工

普通作業員 0.18 人工

軽作業員 0.07 人工

合　　　計

円／㎡



町有地維持管理作業 仕様書 

 （町有地維持管理作業） 

１ 町有地維持管理作業は地域住民の生活環境を良好に保つため、設計図書で指定された

箇所を対象とする。 

２ 隣地への草等の飛散防止に努めるものとし、刈り取った草等が隣地に支障の無いよう

にしなければならない。 

３ 設計図書で指定されていない箇所で、草等の繁茂が著しい箇所があった際は、速やかに

業務担当員に報告しなければならない。 

４ 作業前、作業中に実施箇所の状況を確認し、各草刈工に支障となる道路付属施設の残骸

及び潅木等を伐採し除去しなければならない。 

５ 除去した支障物等については、適切に処理するものとする。 

６ 人力草刈りは、肩掛式草刈機等を用いて除草するものとする。 

７ 作業工程表を作成し、実施予定順序及び実施日等を業務担当員と協議しなければなら

ない。 

８ 作業に当たっては草刈作業敷地内にて行うものとする。 

９ 草刈車両使用の際、先立ち必ず任意保険に加入し、業務に関する事故については一切の

責任を負わなければならない。 

１０ 作業による飛石等が歩行者や窓硝子などに接触することがないよう、十分注意し作

業を行わなければならない。 

１１ 草刈時は、5 ㎝未満の草丈となるよう刈り取ることとする。 

１２ 実施箇所毎に草刈状況が確認できるものを提出するものとする。 

１３ 実施箇所は令和８年６月８日から令和８年10月２日までの期間で２ヶ月以上の期間

をあけ２回行うものとする。 

  



 

No. 面積（㎡） 集草・積込 回数

1 西２条３丁目 1,600 ２回刈

2 芽室基線21 22,941 ２回刈

3 美生３線38番地16 4,790 ２回刈

4 北芽室北４線38番地 2,000 ○ ２回刈

5 新生南６線25番地 294 ○ ２回刈

6 上芽室南３線16番地 2,900 ○ ２回刈

7 坂の上10線49番地16 2,410 ○ ２回刈

8 中伏古５線18番地２ 3,529 ○ ２回刈

9 上伏古10線20番地５ 1,032 ○ ２回刈

41,496

12,165

合 計

旧美生公営住宅跡地

旧芽室太保育所敷地

旧新生地域福祉館跡地

上芽室コミュニティセンター敷地

委託場所

大和児童公園北側

田辺団地敷地内及び国道北側（法面含）

うち、集草・積込対象　　　　　　　　計

旧明正保育所敷地内

旧中伏古保育所敷地＋敷地内空家町有住宅周辺

旧上伏古地区生活改善センター敷地

計



No.1 委託場所 西２条３丁目　大和児童公園北側　1,600㎡



No.2 委託場所 芽室基線21　田辺団地敷地内及び国道北側（法面含む）　22,941㎡



No.3 委託場所 美生３線38番地16　旧美生公営住宅跡地　4,790㎡



No.4 委託場所 北芽室北４線38番地　旧芽室太保育所敷地　2,000㎡



No.5 委託場所 新生南６線25番地　旧新生地域福祉館跡地　294㎡



No.6 委託場所 上芽室南３線16番地　上芽室コミュニティセンター敷地　2,900㎡



No.7　委託場所　坂の上10線49番地16　2,410㎡



No.8　委託場所　中伏古５線18番地２　3,529㎡



No.9 委託場所 上伏古10線20番地５　旧上伏古地区生活改善センター敷地　1,032㎡


